
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号

裁
判
官
の
報
酬
以
外
の
給
与
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日

最
高
裁
判
所

裁
判
官
の
報
酬
以
外
の
給
与
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
報
酬
法
」
と
い
う
。）第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
裁
判
官
に
対
し
て
支
給
す
る
報
酬
以
外
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
初
任
給
調
整
手
当
）

第
二
条

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
か
ら
十
二
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
裁
判
所
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
簡
易
裁
判
所
判
事
で
報
酬
法
別
表

簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
か
ら
十
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
は
、当
分
の
間
、

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
裁
判
官
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
六
号
か
ら
十
二
号
ま
で

の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
一
号
か
ら
十
七
号
ま
で
の
報
酬

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
の
各
区
分
に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
月
額
の
初
任
給
調
整
手
当
が

最
高
裁
判
所
の
定
め
る
期
間
を
超
え
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
に
は
、
そ
の
期
間

を
超
え
る
ご
と
に
順
次
上
位
の
報
酬
の
号
に
対
応
す
る
月
額
の
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
し
、
別
表
第
一
の
上
欄
に

掲
げ
る
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事

の
項
十
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
の
区
分
に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
月
額
の
初
任

給
調
整
手
当
が
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
期
間
を
超
え
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
に

は
、
そ
の
期
間
を
超
え
る
時
か
ら
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
し
な
い
。

（
扶
養
手
当
）

第
三
条

扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
十
七
号
ま
で

の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら

第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
第
三
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
い

う
。）に
係
る
扶
養
手
当
は
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
及
び
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
並
び

に
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対

し
て
は
、
支
給
し
な
い
。

２

扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
裁
判
官
の
扶
養
を
受

け
て
い
る
も
の
を
扶
養
親
族
と
す
る
。

一

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

二

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

三

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫

四

満
六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

五

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

六

重
度
心
身
障
害
者

３

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
報
酬
法
別
表

判
事
補
の
項
三
号
及
び
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
並
び
に
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
八

号
及
び
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
、
三
千
五
百
円
）、
前
項
第
二
号
に
該

当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
と
す
る
。

４

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。）に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に

お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
特
定
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子

の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
る
。
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（
地
域
手
当
）

第
四
条

地
域
手
当
は
、
一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
広
域
異
動
手
当
）

第
五
条

広
域
異
動
手
当
は
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
、一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
住
居
手
当
）

第
六
条

住
居
手
当
は
、
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
十
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報

酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
、
一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
通
勤
手
当
）

第
七
条

通
勤
手
当
は
、
一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
単
身
赴
任
手
当
）

第
八
条

単
身
赴
任
手
当
は
、
高
等
裁
判
所
長
官
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
、
一
般
の
官
吏
の

例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
特
殊
勤
務
手
当
）

第
九
条

特
殊
勤
務
手
当
は
、
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
十
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額

の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
、
一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
等
）

第
十
条

特
地
勤
務
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
は
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
、

一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
）

第
十
一
条

判
事
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら
十
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬

法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
一
号
か
ら
十
五
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
裁
判
所
の
休
日

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
の
休
日
（
次
項
に
お

い
て
「
休
日
」
と
い
う
。）に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
裁
判
官
に
は
、
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
同
項
の
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
十
五
号
ま

で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
休

日
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
の
時
間
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
裁
判
官
に
は
、
裁
判
官
特

別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

３

裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
裁
判
官
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務

一
回
に
つ
き
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
（
当
該
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
の
勤
務
を
し

た
裁
判
官
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

第
二
項
に
規
定
す
る
場
合

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
裁
判
官
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務

一
回
に
つ
き
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
た
裁
判
官
に
は
、
そ
の

引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

（
期
末
手
当
）

第
十
二
条

裁
判
官
で
あ
っ
て
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。）に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属

す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
日（
次
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を「
支

給
日
」
と
い
う
。）に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
裁
判

官
（
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、最
高
裁
判
所
長
官
、最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官
に
あ
っ

て
は
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
五
十
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七

十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
判
事
及
び
報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の

項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お

い
て
は
百
分
の
六
十
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
七
十
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判

所
判
事
の
項
五
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
六
月
に
支
給
す
る

場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
十
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
か
ら
十
二
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表

簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
か
ら
十
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
六
月

に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
三
十

七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

六
箇
月

百
分
の
百

二

五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満

百
分
の
八
十

三

三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満

百
分
の
六
十

四

三
箇
月
未
満

百
分
の
三
十

３

前
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
裁
判
官
に
あ
っ
て
は
、

退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
裁
判
官
が
受
け
る
べ
き
報
酬
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら

に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
報
酬
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び

広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
裁
判
官
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
裁
判
官
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
報
酬
月
額
に
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

第
十
三
条

裁
判
官
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）

は
、
支
給
し
な
い
。

一

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
の
罷
免
の
裁
判
を
受

け
た
者

二

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
者

で
、
そ
の
退
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

三

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消

さ
れ
た
者
を
除
く
。）で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
も
の

第
十
四
条

最
高
裁
判
所
長
官
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
裁
判
官
で
当
該
支
給
日
の

前
日
ま
で
に
退
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し

止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

退
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

二

退
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

し
て
、
そ
の
者
が
逮
捕
さ
れ
た
場
合
又
は
そ
の
者
か
ら
聴
取
し
た
事
項
若
し
く
は
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に

基
づ
き
そ
の
者
に
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
に
対
し
期
末
手
当
を
支
給
す
る

こ
と
が
、
裁
判
官
の
職
務
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
し
、
期
末
手
当
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実

施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
時
差
止
処
分
」

と
い
う
。）を
受
け
た
者
は
、
第
五
項
の
説
明
書
を
受
領
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
経
過
し
た
後
に
お

い
て
は
、
当
該
一
時
差
止
処
分
後
の
事
情
の
変
化
を
理
由
に
、
最
高
裁
判
所
長
官
に
対
し
、
そ
の
取
消
し
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

最
高
裁
判
所
長
官
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と

き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。





別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

区

分

初
任
給
調
整
手
当
の
月
額

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

一
九
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
六
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

三
〇
、
九
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
一
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
七
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

四
五
、
一
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

一

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

二

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ

き
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
っ
た
場
合

三

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
る
こ
と

な
く
当
該
一
時
差
止
処
分
に
係
る
期
末
手
当
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合

４

前
項
の
規
定
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
、
一
時
差
止
処
分
後
に
判
明
し
た
事
実
又
は
生
じ
た
事
情
に
基
づ
き
、
期

末
手
当
の
支
給
を
差
し
止
め
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。

５

最
高
裁
判
所
長
官
は
、
一
時
差
止
処
分
を
行
う
場
合
は
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
、
当
該

一
時
差
止
処
分
の
際
、
一
時
差
止
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

一
時
差
止
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
る
。

（
勤
勉
手
当
）

第
十
五
条

裁
判
官
（
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）で
あ
っ
て
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。）

に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
日
に

勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
裁
判
官
（
最
高
裁
判
所
が

定
め
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
最
高
裁
判
所
が
一
般
の
官
吏
の
例
に
準
じ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

３

前
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
裁
判
官
に
あ
っ
て
は
、

退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
裁
判
官
が
受
け
る
べ
き
報
酬
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当

及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
そ
の
額
に
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
裁
判
官
の
区
分
に
応
じ
て
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
裁
判
官
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
報
酬
月

額
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４

前
二
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

十
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
基
準
日
か
ら
」
と
あ
る
の

は
「
基
準
日
（
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
」

と
、「
支
給
日
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
日
（
同
項
に
規
定
す
る
最
高
裁
判
所
で
定
め
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
る
。

（
寒
冷
地
手
当
）

第
十
六
条

寒
冷
地
手
当
は
、
高
等
裁
判
所
長
官
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
、
一
般
の
官
吏
の

例
に
よ
り
支
給
す
る
。

（
補
則
）

第
十
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
報
酬
以
外
の
給
与
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が

定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
裁
判
官
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

裁
判
官
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
九
号
）

二

裁
判
官
に
対
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三

十
一
号
）

三

裁
判
官
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
七
号
）

四

裁
判
官
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

五

裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号
）

（
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
扶
養
手
当
に
関
す
る
特
例
）

第
三
条

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
は
適
用
せ
ず
、
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
に
つ
い

て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
三
号
及
び
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

並
び
に
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
八
号
及
び
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に

あ
っ
て
は
、
三
千
五
百
円
）、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い

う
。）に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
」と
あ
る
の
は
、「
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
万
円
、

同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。）に
つ
い

て
は
一
人
に
つ
き
八
千
円
（
裁
判
官
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
一
万
円
）、

同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
裁
判

官
に
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
た
る
子
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
九
千
円
）」と
す
る
。

２

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は

適
用
せ
ず
、
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
あ
る
の

は
「
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
」
と
、「（
報
酬
法
別
表
判
事

補
の
項
三
号
及
び
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
並
び
に
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
八
号
及

び
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
、
三
千
五
百
円
）、
前
項
第
二
号
」
と
あ
る

の
は
「
、
同
項
第
二
号
」
と
す
る
。

３

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

は
適
用
せ
ず
、
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
あ
る

の
は
「
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
」
と
、「
三
号
及
び
四
号
」

と
あ
る
の
は
「
一
号
か
ら
四
号
ま
で
」
と
、「
八
号
及
び
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
五
号
か
ら
九
号
ま
で
」
と
、「
前
項
第

二
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
」
と
す
る
。

（
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
附
則
第
二
条
に
よ
る
廃
止
前
の
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当

に
関
す
る
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
勤
務
に
対
す
る
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
附
則
第
二
条
に
よ
る
廃
止
前
の
裁
判
官
に
対
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の

支
給
に
関
す
る
規
則
附
則
第
八
項
の
適
用
を
受
け
て
い
る
裁
判
官
に
対
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
裁
判
官
に
対
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
最

高
裁
判
所
規
則
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
」
を
「
裁
判
官
の
報
酬
以
外
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九

年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
裁
判
官
に
対
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉

手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
一
項
」
を「
裁
判
官
の
報
酬
以
外
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
十
五
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。

最
高
裁
判
所
長
官

寺
田

逸
郎





報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
八
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

五
一
、
一
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
三
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

七
〇
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
十
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

七
五
、
一
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
五
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
十
一
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

八
三
、
九
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
六
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
十
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

八
七
、
八
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
七
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

区

分

裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
の
額

判
事

一
八
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所

判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
又
は
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

一
二
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
三
号
又
は
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

一
〇
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
八
号
又
は
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬

を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
又
は
六
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

八
、
五
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
又
は
十
一
号
の
報
酬
月
額
の
報

酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
七
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

七
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
二
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
報
酬
月

額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
十
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

六
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
五
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

別
表
第
三
（
第
十
一
条
関
係
）

区

分

裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
の
額

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
又
は
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

六
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
三
号
又
は
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

五
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
八
号
又
は
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬

を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
又
は
六
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

四
、
三
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
又
は
十
一
号
の
報
酬
月
額
の
報

酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
七
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

三
、
五
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
二
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
報
酬
月

額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
十
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補

三
、
〇
〇
〇
円

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
五
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け

る
簡
易
裁
判
所
判
事

別
表
第
四
（
第
十
二
条
関
係
）

区

分

割

合

最
高
裁
判
所
長
官

百
分
の
二
十

最
高
裁
判
所
判
事

高
等
裁
判
所
長
官

判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所

判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
か
ら
八
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

百
分
の
十
五

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
か
ら
十
三
号
ま
で
の
報
酬
月
額

の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
九
号
又
は
十
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

百
分
の
十

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
四
号
又
は
十
五
号
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
十
一
号
又
は
十
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

百
分
の
五

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
六
号
又
は
十
七
号
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

別
表
第
五
（
第
十
二
条
関
係
）

区

分

割

合

最
高
裁
判
所
長
官

百
分
の
二
十
五

最
高
裁
判
所
判
事

高
等
裁
判
所
長
官

判
事

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
又
は
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
一
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所

判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
三
号
又
は
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

百
分
の
十
五

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
八
号
又
は
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬

を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

別
表
第
六
（
第
十
五
条
関
係
）

区

分

割

合

判
事

百
分
の
二
十

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所

判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
か
ら
八
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

百
分
の
十
五

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
か
ら
十
三
号
ま
で
の
報
酬
月
額

の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
九
号
又
は
十
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

百
分
の
十

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
四
号
又
は
十
五
号
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
十
一
号
又
は
十
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
判
事
補

百
分
の
五

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
六
号
又
は
十
七
号
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

別
表
第
七
（
第
十
五
条
関
係
）

区

分

割

合

判
事

百
分
の
二
十
五

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
又
は
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
一
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所

判
事

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
三
号
又
は
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

百
分
の
十
五

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
八
号
又
は
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬

を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


